
福祉施策審議会委員の市民等代表５名を募集します 

≪流山市福祉施策審議会委員公募要領≫ 

  市では、市が定める福祉に関する主要な施策に関する事項について必要な調査及

び審議を行い、市長に答申し、又は建議する附属機関として流山市福祉施策審議会

を設置しています。 

審議会は、福祉サービスの提供を受ける者を代表するもの（２人）、福祉サー

ビスを提供する者（２人）、流山市社会福祉協議会を代表する者（１人）、民生委

員（児童委員）（１人）、医師会を代表する者（１人）、歯科医師会を代表する者 

（１人）、学識経験を有する者（１人）、関係行政機関の職員（１人）、市民等 

（５人）の１５人から構成されます。 

  このうち、「市民等」について、広く市民などの皆様のご意見をいただくため募

集するものです。 

  また、市では審議会などの女性委員の割合を５割とすることを目標としています。

女性の積極的な応募をお待ちしています。 

 

１ 公募委員数 

  市民等 ５名 

 

２ 応募の方法等 

（１）応募者の資格（次のいずれにも該当すること） 

  ア 市内に在住、在勤又は在学する者 

  イ 募集締切日の時点で、年齢が満１８歳以上の者 

  ウ 市の福祉施策に関心があり、積極的に関与する意思のある者 

  エ 市の他の審議会等の委員である者は、兼職の件数が３件を超えない者 

  オ 市の議員又は職員でない者 

（２）応募期間 

 令和７年１１月４日（火）から令和７年１２月３日（水）まで（必着） 

（３）応募方法 

   市民等委員応募申込書又は任意の様式に、次に掲げる事項を記載し、流山市役

所福祉政策課へ郵送、メール又は持参してください。 

 ア 住所 

 イ 氏名（ふりがな） 

 ウ 生年月日及び年齢 

 エ 性別 

オ 職業 

 カ 経歴 

キ 電話番号 



 ク 市内に就労又は就学している者は、会社名や学校名と電話番号 

 ケ 市の他の審議会等の委員である者にあっては、その審議会等の名称及び任期 

 コ 小論文「応募理由と福祉に関する意見」（８００字以内） 

 

３ 選考方法及び日程 

（１）１次審査 応募書類と小論文についての書類選考 

  令和７年１２月中に応募者全員に結果を通知します。１次審査合格者には、２

次審査の時間をお知らせします。 

（２）２次審査 １次審査に合格された方を対象として、選考委員会による面接選考

（１０分程度） 

  令和８年１月２０日（火） 午後１時３０分～午後５時 

※ １次審査及び２次審査の結果を総合的に考慮し合議により決定します。 

（３）結果通知 令和８年２月上旬予定 

 

４ 報酬 

日額７，２００円 

（流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例による。） 

 

５ 任期及び審議会開催回数 

（１）委嘱期間 委嘱日から２年間（令和８年５月に委嘱予定） 

（２）審議会は年８回程度、平日の日中に開催します。 

 

６ その他 

（１）選考の結果については、文書により通知します。 

（２）提出された応募申込書は返却しません。 

（３）応募に要する通信費等の経費は、全て自己負担とします。 

 

【応募及び問い合わせ】 

〒２７０－０１９２ 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

  流山市役所健康福祉部福祉政策課（市役所第２庁舎１階） 

  電 話  ０４－７１９６－６６０５（直通）  

Eメール  hokenfukushi@city.nagareyama.chiba.jp 

※窓口での受付は応募期間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時３０

分から午後５時１５分までです。 
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